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トゥル ファン.出土 「麹 氏高 昌国時代 ソグ ド文

女奴隷売買文書」 の理解 をめ ぐって

荒 川 正 晴

は じ め に

1959年 以 来,中 国では トゥル フ ァン古墳群(ア スタ ーナ〈阿斯塔那〉 ・カラ

(1)
ホ ー ジ ャ〈喀拉和卓 〉)に おいて,13回(あ るいは11回)に 及ぶ発掘作業を行

ない,こ の結果多 くの出土資料を獲得したことは,周 知のごとくである.文 字

資料については,漢 文文献を対象に して,吐 魯番出土文書整理グルー・プのもと

で基礎的な整理作業が進展し,現 在 『吐魯番出土文書』(文物出版社,1981年

～,以 下 『文書』 と略称)と して,そ の成果が第8冊 まで公刊 されてい る.こ

(2)
れ に応 じて,漢 文文献の研 究はかな りの活況を呈 した とい って も過言 ではない.

これと同時に,点 数的には多 くはないが,漢 字以外の文字資料の出土も一部

(3)紹介
され,そ の内容の公表とともに本格的な研究が一 日も早 く始まることが期

(1)r文 書』1(前 言,1頁)を 始 め,多 くの報告には1959-1975年 の間に13回 にわたる考古発掘

がな され た ことが指摘 されているが,穆 舜英 ・王 柄華 ・李徴 「吐魯番 考古研究概 述」(「 中国敦煙

吐魯番学会成立大会,1983年 全 国敦燵学術討 論会会刊』蘭州,1983年)96頁 《この会刊 に関する解

題 ・目次 についてはr吐 魯番出土 文物研究会会報』〈以下r会 報』 と略称>20号,1-3頁 参照》に

は,ア スターナ ・カラホージ ャ古墳群 の墳墓番 号と発掘年 次を 逐一 あげて,そ の活動を11回 にわ

たるものと して整理 している.詳 しくは,拙 稿 「阿斯塔那 ・恰拉和卓 古墳群墳墓一覧表」(『内陸

アジア史研究』第5・6合 併号,1990年)参 照.

(2)1959年 以来 の中国における吐魯番 文書 に関す る研究動 向については,關 尾史郎 「吐魯番 出土

文物 関係論 著目録(稿)(1959～1985)一 中文 篇一」r季 刊東西交渉」第5巻4号,1986年,41-51頁.

同 「吐魯番 出土文 物関係 論著目録(稿)一1959～1985・ 中文編1司 ・「吐魯番 出土文 物関係論著 目

録(稿)一1986・ 中文 篇一」 「吐魯番 出土文物 関係論著 目録(稿)一1959～1985・ 中文 篇/補 遺ヨ

(r会報』第6・7・14号,1989年)を 参 照されたい.

(3)庫 爾班 ・外力 「吐魯番 出土公元 五世紀的古突原語木牌」『文物』1981年 第1期,63-64頁 に,

恰拉和卓(90・91号 墓)出 土 のソグ ド文字が書付け られている木牌の存在を 紹介する.な お唐長

嬬氏 は,1981年 の来 日講 演の中で,漢 文文書 のほか に,「古代 ウイグル文 ・古代 チベ ッ ト文 ・ソグ ド

文」 など も出土 している ことを指摘される.唐 長濡 「新出吐魯番 文書 発掘経 過及文 書簡介」(r東

方学報』京都54冊,1982年)83頁 および池 田温 「中国における吐魯番 文書整理研究の進展一唐長

揺教授講演 の紹介を 中心 に一」(r史 学雑誌』第91編 第3号,1982年)60頁.
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待されていた.

こうした状況のもと,昨 年新彊ウイグル自治区博物館と吉田豊 ・森安孝夫両

氏との共同研究とい う形で,ア スターナ135号 墓(TAM135)出 土のソグド文

文書が公表され,そ の全文が解読 された(吉 田豊 ・森安孝夫 ・新彊ウイグル自

治区博物館 「麩氏高昌国時代ソグド文女奴隷売買文書」〔「内陸アジア言語の研

究W』1988年 〕1～50頁 〈以下 『研究』 と略称〉).そ れが表題に掲げた麹氏高

昌国時代のソグ ド文女奴隷売買文書〈以下 「売買文書」 と略称〉である.日 中共

同による研究の結実 とい う意味でも,ソ グド・ウイグル研究の第一線にある吉

田 ・森安両氏共同による文書解読とい う意味でも,貴 重で豊かな成果をもたら

した画期的な研究である.今 後の高昌国研究や中央アジア出土の売買契約文書

の研究を,大 きく前進させることは疑いない.そ こで提示された訳文をもとに,

高昌国史研究の立場から,本 文書の性格をめぐり若干の愚見を述べておきたい

と思 う.今 後の文書内容に対する理解を深める一助ともなれば幸いである.

1

「売 買文書」は,高 昌国末期 の延 壽16年(639)5月27日 に,ソ グ ド人 のwxwSw一

βyrtか らc'n姓 の'wt'の 息 子 ・沙 門y'nsy'nが,高 昌国の市場(バ ザ ール)

に おい て トルキスタ ン 生まれの胡碑'wp'chを 購 入 した こ とを伝 える ソグ ド

文 で作成 され た文書 である.本 文書 に買主 として記 されている沙 門y'nsy'nの

姓 であるc'nに つ いて,「 研究』 では,疑 問符付 ぎではあるが,張 氏説を提出 さ

ム

れ,「c'nを 高昌国の有力な一族張氏の張tiangの 音写形 とみなす ことができる
(4)

かもしれない」と指摘される.た だ同時に,こ の文書が 「高昌延壽五年(628)

趙善衆買舎地券」 と一緒に重ね合わせて折 り畳まれた状態で出土し,こ の買

舎地券を保存していたのが舎地の買主である趙善衆 と認められること,さ らに

本ソグ ド文書が原本ではなくその写 しであるとい う観点から,「c'nがc'wの 誤

写であると仮定すればc'Wは 趙にあた り,こ の墓の被葬者も恐らく趙氏の者と

(4)『 研 究 』7,13頁.
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(5)
い うことになろ う.し かしこれはあくまで憶測の域を出ない」 と注されている.

本文書が出土 したアスターナ134号 墓は,「文書』に付された説明による限 り
(6)

墓塘 ・随葬衣物疏の類は伴出しておらず,こ れらの史料から墓主名を知る途は

閉ざされている.こ のため被葬者と本文書の当初の保存者,即 ち買主である沙

門y'nsy'nと の関係を うかが うことは,か なり困難であると言わざるを得ない.

ただし,ア スターナ古墳群の130号 墓代の墳墓の うち,131～138号 墓は,「文

物』1972年 第1期(新 彊維吾爾自治区博物館 「吐魯番県阿斯塔那一恰拉和卓古

墓群清理簡報」8～29頁)に 紹介される墳墓配置図(10頁,図 四 ・吐魯番阿斯

塔那古墓群発掘区位置図 〔乙〕)を 見ると,一 地点にまとまって 存在 してお り,

当地の古墳群墳墓の在 り方か ら判断すれば,こ れ らはほぼ一螢を構成 していた

可能性は極めて高い.こ れら墳墓の うち,被 葬者が具体的にわかるのは134号
(7)

墓(趙 善徳夫妻合葬墓)の みであるが,138号 墓の 伴出文書 には 「高昌延壽四

年(627)威 遠将軍麹仕悦記田畝作人文書」 があり,そ の中に被葬者 と密接な
(8)

関 係 にあった と予想 され る 「趙善海」 の名が みえてい る.こ の138号 墓 の 「趙

善海」 と134号 墓 の墓主 である 「趙善徳」,さ らには 先に掲げた135号 墓 出土

の 「高 昌延壽五年(628)趙 善 衆買舎地券」 中に見 える 「趙善衆 」 とを,全 く

の無関係 とみ なす のはやや無理が あろ う.や は り,131～138号 墓 は,趙 氏の螢

区 を構成 していた と取 る方 が 自然 である.従 って135号 墓 は,墓 主 は趙 氏であ

(9)
った と見 るべ きであろ う.

こ のこ とか らすれ ば,本 文書 中のC'n姓 をC'Wの 誤 写 とみ なし,「 趙」 と

(5)『 研究 』13頁,注(21).

(6)「 文書』3,242頁.

(7)拙 稿 「阿斯塔那 古墳群墳墓一覧表」(r会 報 』第8号,1989年)5頁.な お侯燦氏か らの私信

で得 た情報 によると,132号 墓 の墓主 も,趙 氏で あることが確認 され るが,墓 主名 は事情 によ り公

表を控 えたい.

(8)關 尾史郎 「トゥルフ ァン出土高 昌税 制関係文 書の基礎 的研究(一)一 條記文書 の古文書学 的分

析を 中心 と して一」(「新潟大学人文科学研究』第74輯,1988年)88頁.な お關尾氏 は,こ の138号

墓 の墓主を趙氏一族 と判 断 して支 障ないとされる.

(9)ア スターナ古墳群 の302～330号 代に も多 くの趙氏の墳墓が存在 してい るが,こ の130号 墓代 の

趙氏一族 と密接な 関係 にある可能性がある.例 えば,317号 墓 の墓主で ある趙緒豊(龍 朔2年<662>

没)の 名が,137号 墓よ り伴 出 した 「顕慶4年(659)某 入報 拓文 書」(69TAM137:1/7-1(a),

1/7-2(a))に 見 えている.
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取る説は,誤 写 という点にかなり抵抗はあるが,む べに否定 しさることもでき

ない.先 にも触れたように,本 文書の出土状況が,「 高昌延壽五年(628)趙 善

衆買舎地券」 と一緒に重ねて折 り畳んであったとい う事実は,や はり被葬者 と

趙善衆 と 「売買文書」のc'n姓 の息子の沙門とを結ぶ一定の関係を強 く意識さ

せずにおかない.

ただ,こ の131号 墓から138号墓の一群に近在する140号墓の墓主が,「張龍相
(10)(永徽

6年 〈655>没)で あることからわかるように,趙 氏の螢域近 くに張氏の
(11)墳墓

が存在 していたことは確かで,先 の買舎地券を見て も,趙 氏 と張氏 とが密

接な関係にあっても少しも不思議ではない.し たがって,も し誤写でない と断

定でぎるとすれば,「売買文書」の 「c'n」姓は,墓 主の趙氏 と近接 した関係に

ある 「張」氏である蓋然性はきわめて高い と判断される.先 の 『研究』の指摘

に もあるように,こ れを 「高昌国の有力な一族張氏の張」と推測することは十

分に可能であり,改 めて高昌国の中央最有力豪族である張氏 と趙氏の関係が見

直されることになろ う.

いずれにせよ,当 文書は,趙 氏 もしくはその一族 と密接な関係にあると推測

される漢人 とソグ ド人との間に結ばれた売買文書 と認められるのである.そ こ

で問題 となるのは,ソ グド文で作成された本文書を漢人である買主が保管 し,

後にそれ(お そらくはその写 し)が 買主 と密接な関係にあると推測される漢入

墳墓に,他 の漢文契約文書と重ねて一緒に埋葬されている状況を如何に解釈す

ることができるかとい うことである.こ の点は,文 書の性格にかかわるもので

もあ り,次 に節をあらためて検討 してみたい.

2

「売買文書」の性格に関する,「研究』での注 目すべ き提言は,こ の文書が,

(10)「 文書』5,50頁,

(11)た だ し140号 墓は,麹 氏王族 と姻戚関係にあ る張武(務)忠(114号 墓)・ 張鼻児(端?)(503

号墓)・ 張雄(206号 墓)・ 張懐寂(501号 墓)な どの張氏一 族が形成 す る笙域 内にはない.先 に掲

げ た墳墓配置図(「 文 物』1972年 第1期,10頁)とr文 物』1975年 第7期 に載せ られ る墳墓配置図

(図一,8頁)と を対照の こと.
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奴隷売買に関する 「公券(験:)」 の写しであ り,文 書末尾に見える 「cyn'nc-

knδ'yδp'yrptw高 昌の書記長」が,契 約成立の許可を与える役割を果たしてい

た(た だし,実 際に 「公券」を書き記 したのは,彼 の息子である)と 指摘され
(正2)(13)

たことである.こ こに言 う 「公券」は,律 令制下におけるそれとは異なるが,

本文書が売買当事者間で作成される単なる 「私券」 とは認められず,高 昌国の

官員の認可を経て作成されている事実から,こ れを 「公券」と表現したものと

思われる.以 下,本 稿でもこの立場に従 う.

麩氏高昌国では,「研究』でも述べ られて いるように,こ うした 官許を要す

る売買として,土 地売買が挙げられ,こ れには国王の批准が必要であったこと
(14)

が既に指摘されている.「私券」のことは 除外して考えると,こ の場合,手 続

きとしてまず買主が土地の取得許可を申請する辞を官府に提出し,そ れを門下
(15)

校郎 ・通事令史などの官吏が 「傳」して,最 終的に王がその辞を裁可する(「令」

字の書き入れを もって認可する)こ とになる.実 際に王自身が,す べての案件

に目を通して裁可したかどうかは別問題として,形 式上は王の 「令」に裏付け

られることによって,は じめて売買認可が成立するのである.土 地の場合,一
(16)

般私入間の契約成立には官許が必要ないとする説 もあるが,少 な くとも土地購

入の許可を官府に求めた場合,形 式上は,王 の決済を経ることとなる.

奴脾を取 り引きする場合,こ うした土地と異なり,高 昌政府が どこまでその

(12)r研 究」15,28-31頁.吉 田豊氏 より,こ の 「δp'yrptw書 記長」に就任す るpt'wrが,ソ

グ ド人 であるのか否 かをソグ ド語学 の方 か ら断定す ることは 現時点 では 困難で あるとの御教示 を

得 たが,本 稿 では,こ の人物 がソグ ド人 であ るとの前 提に立 って検討を進め る.

(13)北 朝晴唐期 にかけて建 国 した麹氏高 昌国が,中 国の律令制を 継受 していた ことを 示す穫極的

な証拠 は何 もな く,反 対 に否定的に考えざ るを 得 ない状況が 認 め られ る.關 尾史郎 「r文書』 と

「正史」 の高 昌国」(r東 洋 史研究』第47巻 第3号,1988年)127頁 参照.従 って,こ こで は律令体

制下 での 「公券」 作成 の法 的拠 り所とな る田令や 関市令 も,高 昌国で は継受 されて いなか ったと

の立場 を取 る.

(14)こ の見解 をと る論 稿につ いては,川 村 康氏が整理 されてい るので,そ ち らを 参照 され たい.

「高 昌国 にお ける土 地売買 についての一考察」(<早 稲田大学大学院>r法 研論集3第41号,1987

年)186-187頁 参照.

(15)こ れ らの辞 の中に見 え る 「傳」字は,あ るいはま った く逆に王 「令」 を伝 するとの解釈 も可

能で ある.

(16)川 村康,前 掲論文,187-192頁.
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存在 と所有権の移動を掌握する必要があったのかはわからないが,売 買契約成

立にあたって高昌政府の認可を必要としたとするならば,土 地の場合 と同様に,

奴脾購入の許可を官府に願いでることとなる.高 昌国の国家意志決定の体制は,

「周書』巻50異 域伝にみえる.

其大事決之於王,小 事則世子及二公随状断決.

とある様相にそれほどの大きな違いがあったことは,今 のところ出土文書史料

(17)
からも積極的には認められず,基 本的な認可は 麹氏王家 による,大 小事 にわ

たる諸案件決済体制のなかで処理されていた と考えるべきであろ う.た だし,

高昌国では,こ うした手続きを経た後,申 請 した当事者本人に許可書たる 「公

券」が発給 されたかどうかは詳らかではない.

ところが,こ の 「売買文書」を見ると,「δp'yrptw書 記長」の許可を経るこ

とによって,「公券」 として成立 しているのであり,買 主 自身に,こ れが給付

されていたごとくである.文 書の文面からは,「 δp'yrptw書 記長」 以上の認

可を必要とした形跡は認められず,先 に述べた王 「令」の裁可を必須とする場

合とは,基 本的に 異なる次元での認可であったことは 明かである.従 って,

「売買文書」に見える 「δp'yrptw書 記長」とい う官は,王 の下に形成される官

(18)
制機構に付属 しなが ら も自らの立場 に拠 って売買成立 の許可を与 える権限 を有

していた と考 えられ よ う.そ れ故,こ こに言 う 「公券」が,王 「令」 による認

可を必要 としない,ソ グ ド人 の 「δp'yrptw書 記 長」 の権限で発給 され るもの

で あった ことを改 めて確認 してお く必要が ある.

ま た 『研究』 では,こ うした 「δp'yrptw書 記 長」 の認可 にあた っては,官

(17)麹 氏高 昌国の上奏文書 を詳細 に分 析された白須浄真氏 も,こ のr周 書』 に伝 える王家 の専 決

のあり方 が,こ の国で基 本的に維持 されていたと認め られ る.白 須浄真 「麹氏高 昌国 における上

奏文書試釈」(r東 洋 史苑』 第23号,1984年)14頁.

(18)高 昌国 の官制 に関 しては嶋崎昌r階 唐時代の東 トゥルキス タン研究一高 昌国史研究 を中心 と し

て一」(東 京大学 出版会,1977年)「 第七麹氏高 昌国官制考」253-309頁;侯 燦 「麹氏高 昌国官制 研

究」r文 史』第22輯,1984年,29-76頁 に詳 しい.「 高 昌の書記長」 が,こ れ らの官 のいずれ に相

当す る可能性 があるか につ いて は,ま た改 めて論ず る機会 を もちたい.
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(19)
印が捺された可能性を指摘されるが,実 際に官印が高昌国で使用されていたこ

(20)
とは,漢 文出土文書から確認 される.

官印が捺 されている文書を通覧すると,紀 年の確認できるものは,い ずれ も

延壽年間(624～640)も しくはその直前の重光4年(623)の 文書のみであり,

その他の紀年の欠如 しているのも,ほ ぼ延壽年代 と見て大過ないものばか りで

ある.重 光 ・延壽年間以前に,こ うした官印が押 された実例は,高 昌国では皆

無なので,公 的な文書に官印を押すことは,重 光年間になって始めて行なわれ
(2ユ)

るようになった,高 昌国での新たな文書行政の特徴 とみてほぼ間違いない.よ

って延壽16年(639)の ソグ ド文文書に,印 そのものではないにしろ,そ の痕

跡が うかがえることは,当 後の文書行政の状況に符合するものである.た だし,

現在確認 されている印は,漢 字で 「慶表(恭)上 啓」 「奏聞奉信」 とい う印文

を有するもののみで,こ れ らは個々の官衙に限定 されずに使われていたごとく

である.従 って 「δP'yrptw書 記長」 の印とい うものが認可の際に使用 されて

いたとすれば,高 昌国の文書行政に新たな知見をもたらすものとなろ う.

ところで,こ の国においては,漢 人豪族が官僚層をほぼ独占しながらも当地

への同化の浅いソグド人も無視できない存在となっていたと思われ,こ のソグ

ド文の 「公券」を発給する 「δp'yrptw書 記長」父子の出現は,そ うした国内

状況を反映したものと理解できよう。もちろん,当 地に同化し,漢 人社会にと
(22)

け込んだソグド人 も多 く存在 していたと思われるが,そ れと同時に,後 節に述

べるように高昌国境域内にあ りながらも,在 地の漢人社会 とは別に未同化の集

(19)『 研究』8,30-31頁.

(20)後 に述 べる官 印のひとつで ある 「奏聞奉信」 印が捺 された実例(10例)に ついては,關 尾史

郎 「「田畝作入文書」小考一トゥル ファン出土高 昌国身分制 関係文書研究序説一」(内 陸 アジア 出土

古文献研究会発表 レジュメ,1989年9月16日)表 匿 「「奏聞奉信」印捺印文書一覧」参照.

(21)關 尾氏 は,「 奏聞奉信」印の使用時期 を627年 以後に限定 し,そ れ以前は短期間 なが ら 「度表

(恭)上 啓」 印が用い られていたと指摘され る(前 掲 レジ ュメ,2頁).

(22)姜 伯 勤氏 は,高 昌国内に存在 す るソグ ド人を 「登籍 ソグ ド入」と 「未 登籍 ソグ ド人」 とに分

類 され る.姜 伯勤 「敦煙 ・吐魯番 とシルクロー ド上 のソグ ド人(1)(2)」(r季 刊東西交渉」第5

巻1・2号,1986年)31-9頁,26-32頁.し か しなが ら.そ もそ も高 昌国が 独 自の 郡県制 を施行

す るなか で,管 轄下 の民 をどのよ うに掌握 していたかは,現 在の ところ明確 に はな っていないの

で,こ こで は姜氏の 「登籍」 「未登籍」 とい う分類 には従わない.
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(23)
団が形成されていた状況 も十分に推測 される.先の 「δp'yrptw書 記長」とは,も

ともとそ うしたソグド人の リーダー的存在で,高 昌政府から高昌国内の官吏に

特別に任命 されていたとも考えられるのではなかろ うか.さ らに「cyn'ncknδ'y

δp'yrptw高 昌の書記長」 が,市 場(バ ザ ール)で の奴脾売買に対す る認可権

限を有 していたことか らすれば,あ るいは この官はソグ ド人の大 きな活動が予

想される市場での商業行為を統督す る任にも当たっていたと解することも容認

されよう.こ うした推測に大過なければ,こ の文書は,高 昌国の未同化のソグ

ド人であり,か つ市場での売買取 り引 ぎを管轄する立場にある「δp'yrptw書 記

長」が発給 した 「公券」 とい うことになる.た だし,売 主のソグド人が,こ の

国に定住す るソグ ド人に属するのかあるいは単なる外来のものであったのかど

うかは判然 としないが,他 の胡奴埠売買の例を考慮するならば,お そらくは外

来の商胡 である可能性は高 く,売 主のソグ ド人 も漢人化 したソグド人ではな

かったと予想されるのである.本 文書は そ うしたソグド人 と漢人 との契約を

「δp'yrptw書 記長」が認可し,彼 の息子によってソグ ド文で書写 された 「公

券」であったのである.先 に見たように,こ れはそのまま漢人の買主に給され

認可の手続きは完結 したものと思われる.こ のことは,こ の 「公券」が,す べ

ての奴脾売買の行為を国家が掌握する必要に応 じて作成 されたものではなく,

市場を管理するソグド人の「δP'yrptw書 記長」 の承認 ということに重点を置い

た,申 請する側の取引事情に基づいて発給された側面をもつ 「公券」であった

ことを示唆するのである.

こうした 「公券」であるとすれば,と もに考えるべ ぎ 「私券」の作成は如何

に処理されていたのであろうか.契 約当事者間で,「 私券」 とい うものが作成

されるとすれば,当 然漢文契約を 取 り交わす際に見える 「時見人」や 「臨坐」

(23)後 の西 州時代の高昌県 崇化郷の存在か ら,ソ グ ド人 植民聚落 が,ト ゥル ファンにおいて も高

昌国時代か ら存在 していた可能性を姜伯勤氏は認めてお られ るが,こ の 高 昌城 周辺の 植民 聚落 と

ここに想定す る集団とが同一 か どうかは詳 らかではない.姜 伯勤,前 掲論文(1),34,38頁.た

だ し,崇 化郷の ソグ ド入聚落が決 して高宗武后の時代 に形成 されたので はな く,階 末唐初 あるい

は突蕨が高 昌麹氏政権を控制 した時代 にまで遡 って存在 したとされ る氏の見解が正 しい とすれば,

後述す るよ うに,こ の想定す る集団 も,ま さにこの時期 に形成 された可能性が 認 め られ,両 者が

同一であ ることも考慮す る余地はあろ う.
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に当たる証人や立会人が必要 となるものと思われる.そ の際,こ うした証入.な

いしは立会人 として,売 主 ・買主双方にとってみて,仲 介にたてる人々が期待

されたことは言 うまでもない.こ の 「売買文書」に見える奴脾取 り引きの場合

も,何 人かのソグド人がその場に立ち会っていることが知 られる.し かしなが

ら,そ もそもこの 「売買文書」は,さ きに推測 したように 「δp'yrptw書 記長」

の承認行為 自体に重点が置かれ作成 された側面をもつと考えられるのである.

であるならば,わ ざわざ「私券」を別に作成するまで もなく,こ の 「公券」そ

のものが,「δp'yrptw書 記長」の許可書 としての性格をもつ と同時に,当事者間
(24)

で作成される 「私券」 としての役割を果 していたことも十分に考えられ よう.

漢文による 「私券」が,別 に作成 されなければ,漢 人の買い手は,こ のソグ

ド文による 「売買文書」で事足 りたことになるが,こ のことは高昌国の漢人の

使用する 「胡書」「胡語」に,ソ グ ド文字 ・ソグド語をも含んでいたか も知れ
(25)

ないとする 『研究』の指摘 とともに,こ の国の言語状況について改めて見直す

必要のあることを教えて くれる.

3

『研究』ではまた,漢 人 とソグド人 との問で,胡 脾を売買するのに使用され

た貨幣が,「 とても純度の高いペルシア製の120ド ラクマ」の銀貨であったこと

から,① 新彊及び中国本土(河 酉地方)に おいて,サ サン銀貨とともと質の悪

い彷製のササン銀貨が一般に出回っていたことを示唆すること,② パ ミール以

東の東方世界に,サ サン朝の銀貨が流入するにあたっては,ソ グド人が大きな

役割を果たしたとい うこれまでの共通 した見解が,正 当なものであることが確

(24)状 況は まった く異な るが,こ う した性格 を有す る 「公券」は,日 本 において も認め られ る.

仲森明正 「日本律令制下の売買文書 の特質」直木孝 次郎先 生古稀記念会編r古 代史論集』 中,塙

書房,1988年,343-72頁 参照.森 安孝夫氏か らは,上 記論文 に対 して注意 を向ける こと,即 ち「公

券」が 「私券」の性格 を兼ね ることが あることを御教示い ただいた.律 令 を継受 しなか った可能

性のきわめて高い高 昌国 とそれを継受 した 日本 とでは,「 公券」 について同列には論 じられないが,

興味あ る比較検討の課題 となろ う.な お トゥル フ ァン文書 に見え る西州時代 の 「公券」 について

は,稿 を改めて検 討 したい.

(25)r研 究 』15頁,注(26).
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(26)

認 される,等 の ことが指摘 されている.① については,ど こで作製 されたのか

は詳 らかではないが,本 論稿 の見解 に基 づけば,ト ゥル ファンでは質の劣 るサ

サン銀貨の彷製品が,純 正品とともに広 く貨幣として使用 されていたことにな

ろ う.た だ し,現 在までの ところ トゥル ファンか ら発見 された多 くの銀貨 の う

(27)

ち,い わゆる彷製銀貨 は一例 も確認 されていない.こ の ことは,ト ゥル フ ァン

に流通する銀貨を考える際,一 概に無視でぎない事実であるが,も ちろん,こ

れをもって即座に高昌国内で彷製品が出回らなかった,ま たはその流通量が極

めて少なかったとは判断できず,現 時点では出土していないだけのことである

ことも十分に考えられる.さ らには,現 在知られる出土品すべてが本当にササ

ン銀 貨その ものであ るのか ど うか,再 度確認す る必要 さえ も生 じよ う.

①の見解を受け,こ の国では,彷 製銀貨も広 く流通していたとい う前提にた

って考えてみると,出 土文書においては,微 税(銭 納の場合)や 民間の取 り引

きに際 し使われ る銀 貨は,す べて 「銀銭」(単 に銭 とも表 示)と のみ 書かれ,

(28)
しか も 「介(箇)」 単位 の 「銅銭 」 とは異 な り,「 文」 とい う単位が確立 しそれ

に基づいて納税および売買 ・貸借が行なわれている.民 間で作成される契約書

(26)r研 究 』16頁.

(27)桑 山正進 「東 方におけ るサーサー ン式銀 貨の再検 討」r東 方学報』京都第54冊,1982年,101-

72頁.た だ し トゥルフ ァン以外 では,西 安市東 郊の韓森塞墓か ら彷製銀貨が1枚 発見 されてい る.

(28)麹 氏高 昌国で銅銭が使用 されていた ことは,① 「高 昌衛寺 明蔵等納銭 帳」(68TAM103:18/

1-3〈a>,18/2-2〈b>,18/11-3〈b>)⊂r文 書』4,212-213頁 〕,② 「延壽十四年(637)参 軍海相等

五 人入 辛卯歳銭 條記」(59TAM302:35/3)〔 「文書』5,24頁 〕か ら明かで ある.こ れ らの 史料

か ら,こ の 国で は銀銭が 「文」 で表示され るのに対 して,銅 銭は 「↑」で表示 され ることが 知 ら

れ る.従 って,「 延壽十二～十五 年(635～638)康 保謙入騨馬粟及諸色銭変條記」(64TAM15:

31,32/4,32/1,28/1,28/2)〔 『文書』4,34-36頁 〕 に見 える 「[]銭 陸企半」(11行 目)も 銅

銭 の ことと認 め られる.こ れ らが,い ず れ も高 昌国末 期の史料であ る(① の史料が 出土 したアス

ターナ103号 墓か らは,貞 観18年(644)の 紀年を もつ戸 口帳が伴 出 してい るので,こ の① も高 昌

末期 の時期 のものと判断 され る)こ とを考慮 すれば,銅 銭 は高 昌末期 のか な り 限定 され た期 間に

使 用が目立 ったごと くである.こ の点 に関 して興味深 いのは,高 昌国時代 の銅銭 の 実例 と して有

名 な 「高 昌吉 利」銭(現 在 までに7枚 の存在が確認 され る)も,こ れが 出土 した ことが 明かなア

スターナ519号 墓《張 隆悦妻麹氏 〔貞観16年(642)没 〕》が,唐 西 州設置直後 の ものであ ることであ

る(r文 物』1975年 第7期,ユ7頁).龍 谷大学(1枚)お よび旅順 博物 館(3枚,王 琳 「旅順 博物

館蔵新彊 出土銭幣」r中 国銭幣』1987年 第2期,28頁 参照)に 所蔵 され る大谷探検隊将来の ものは,

入手経緯 は詳 らか ではないが,同 隊が アスターナ古墳群 の張氏 の螢域 に属する501号 《張懐寂(長

壽2年(693)没)》,230号 《張禮 臣(長 安2年(702)没 〕》両墓を発掘 してい る事実 を考 えれ ば,

同隊将来 の 「高 昌吉 利」銭 も西州時期 の上記墳墓か ら獲 られた可能性 も認め られ る(「会報』第12

号,2-3頁).た だ し,ア スターナ48号 墓出土 の銅銭(「 文物』1972-1,12頁)な ど,高 昌国時代

の墳墓 か ら出土 した他の銅銭 の性格が 明確 でない現在,こ れ以上 の言及 はできない.
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にお いて も,銀 貨 の質 の良 し悪 しを保証 また は確認す る文言は一切見え ない.

この ことは,サ サ銀貨 ・彷製貨の質の相違は認 められ るものの,高 昌国 では,

双 方区別 な く 「銀 銭」 として通用 していたのか,も し くはかな り悪質な彷製銀

貨 も出回 るなか,一 定以上の質を確 保す る銀貨(純 正品 ・彷製品々問わず)が

「銭」 と しての当然の基準 となっていた ことを示唆す る.こ の ことか ら見れば,

ソ グ ド文契 でわ ざわ ざ 「とて も純度 の高 いペル シア製 の」銀貨 な どと指定す る

のは,本 契約 の売主であ るソグ ド人 が,高 昌国内に定 着す るもので なか った こ

とを強 く印象づけ る.

② については,確 かに ソグ ド人が当地へ の銀 貨流入に大 ぎな役割を果た した

ことは疑 いない.と りわけ,彼 らの商業活動が,銀 貨流入の大 きな契機 とな っ

ていた ことは容易に推測 され る.当 然その交易活動の盛行は,交 易ノレー トに沿

う各 地へ の彼 らの植民 ・定 住化 を促進す る.

トゥノレファンで,ソ グ ド人定住者 を確認 できる最 も早い時期 の 史料 は,「 章

和五(535)年 取 牛 羊供祀帳」(73TAM524:34(a),「 文 書』2,39頁)で あ

'
る.こ の文書は,高 昌国 で諸神(風 伯 ・樹石 ・清 山神等)と と もに丁谷天の祭

祀 が行 なわれていた ことを示 す史料であ り,ソ グ ド人 と推 測 され る康祈及び屠

見胡(ソ グ ド入 とは限 らない)が,祭 祀 のた めの羊一 口を供出す ることになっ

ていた こ とが知 られ る.こ こに言 う丁谷天 とは丁谷(Tuyuq)に あ った ゾロア

(29)
ス タ ー教(妖 教)の 施設(胡 天=厭 祠)で あ った と言われてお り,蕨 教徒 であ

るソグ ド人 も,祭 祀に供す る牛羊の提供が,漢 人 と同様に祭祀 を管轄す る担当

官府(祀 部)に 掌握 されていた.こ うした見解に大過 なければ,少 な くとも,

章 和5(535)年 以 前 の時点 で,高 昌国では妖教 の祭礼 が,他 の諸神の祭祀 と

ともに国 に掌握 ・管理 されてい た ことが わか る.そ の ことは,「 高 昌永平二年

(550)12月30日 祀 部班示爲知祀入 名及 諦罰事 」(73TAM524:32/1-1,32/1-

2,32/2-2,「 文 書』2,40-47頁)か らも うかがえ,「 薩簿」が,正 月一 日の諸

(29)吐 魯番文書整理小組 ・新彊維 吾爾 自治 区博 物館 「吐魯番 晋 一唐墓葬出土 文書概 述」(r文 物』

ユ977年第3期)26頁.王 素 「高 昌火乖天教論稿」(『歴史研究』1986年 第3期)168-9頁.關 尾 史郎

「章和五(535)年 取牛羊供祀帳」の正体(D一 「吐魯番出土文書』剤記(七)一 」(r史 信』第2

号,1988年)1頁 及 び2-3頁 注(1)参 照.
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神祭祀にあた り,通 事(令 史)・(門 下あるいは中兵)校 郎 ・参軍 ・虎牙(将

軍)な どとと もに,12月30日 に殿裏 に詣 り夜宿すべ きこ とが祀部 より指示 され

ている.姜 伯勤及び王素両氏は,こ こに見える 「薩簿」を 「ソグ ド人の子孫の
(30)

祇 教 管理者」・「蕨教 を専門的 に管理,監 督す る職官」 と認 め られ る.

これ らにより,6世 紀初半の時点で,麹 氏高昌国では既に厭教が,他 の諸神

とと もに祀部 の管轄下 にあったこ とを知 る.こ のこ とは,居 住形態 は不詳 なが

ら,彼 らソグド人の当地への同化が,厭 教の信仰 ともども高昌国建国当初か ら

かなり進んでいたことを示唆 してお り,既 にその統治にあたっては無視 し得ぬ

存在 となっていた こ とがわか る.

(31)(補注)
さ らに トゥル ファンで発 見され ている写経題記 に見える 「胡天」 の存在や サ

(32)
サ ン銀貨 の出土例 な どが,5世 紀 にまで遡 れる ことか らすれば,あ るいは5世

紀には既に高昌城付近にはソグ ド人の定住化が 目立っていたとも推測できよう.

た だ し,ト ゥル ファンでは,こ うした ソグ ド入 の定着が既 に進む なか,銀 貨

が,流 通貨幣 としての役割を果たす段階を迎えるのは,か なり遅れる.先 に掲

げ た 「取牛羊供祀帳」 の示 す章 和5年(535)当 時 を取 り上 げてみて も,大 同

(33)

年 間 中(535～545)の 高 昌国の状況 を伝 えている と認 め られる 『梁 書』巻54諸

(30)姜 伯勤,前 掲論文,34頁.王 素,前 掲論文,172～174頁.な お薩費の原語の追求および語源

解釈 については,吉 田豊 「ソグ ド語雑録(の 」(rオ リエ ン ト』 第31巻 第2号,1989年)168～171

頁参照.ま た薩簿 自体は,「 高昌義和6年(619)伯 延等傳付 褒,粟,床 條」(60TAM331:12/1
～12/8 ,r文 書』3,110-115頁)に,7世 紀において も主簿 などとと もに粟褒支給 を 「傳」 す る

立場 にあることが示 されて おり,高 昌国一代 を通 じて設置 されていたごと くであ る.

(31)姜 伯勤氏 によって紹介 され る英沙古城(Yangi-shahr)発 見 の 「金光 明経」 巻第二題記(65

TIN:29号)に は,「 高 昌城 頭胡天南太 后祠」 と見え,高 昌城近辺のゾ ロアス ター教の祭祀場所

と考え られ る存在が確認 され,し か も氏は この題記 の紀年 「庚午歳 八月十三 日」を,根 拠は明確

ではないが430年 に比 定 してい る.姜 伯勤,前 掲論文,34頁,39頁 注(37).た だ し,注(29)の

「吐魯番晋一唐墓葬出土 文書概述」(26頁)で は,「 城南太后祠下胡天」(1965年 吐魯番県城郊安伽

勒克古城発見の写経題記)と 移録 し,王 素氏 もこれ に従 って立論 して おられ る,し か しこの題記

を 「祠jの 用例か ら,高 昌郡時期 に書写 され たと推定 されて おり,高 昌国建国以前 とす る点 は,

姜伯勤氏の見解 と一致す る.王 素,前 掲論文,169～170頁.

(32)高 昌城趾 か らは,シ ャープール(Shapur)II世 貨 ・アルダシール(Ardashir)II世 貨 ・シャ
ープ ール(Shapur)III世 貨のササ ン銀貨が発見 されてい るが,桑 山氏は これ らの伝入時期 を4世

紀末か5世 紀は じめ とされ る.桑 山,前 掲論文,151頁.

(33)高 昌国内の状況が梁へ伝達 され る機会 ともな る朝貢使節が 派遣 されたのが,大 同年 間であっ

た ことはr梁 書』同伝 に 「大同中,子 堅遣使献鳴塩枕,蒲 陶,良 馬,蔑 饒 等物」 とあ ることか ら

知 られ る.「新彊 訪古録』巻1に は,梁 大同元年(535)の 紀年の践文 を有 す る 「金剛般若波羅蜜

経残巻」が,ト ゥル ファンの都 善(Pichan)か ら出土 したとされて いるので,そ の朝貢 も大 同年/
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夷伝,高 昌国の条には

多草木,草 實如璽,璽 中綜如細纏,名 爲白畳子.國 入多取織以爲布.布 甚

軟白,交 市用焉.

とあり,当 時いまだ交易に際 して,ト ゥノレファン特産の木綿布を使用 していた

ことが報告されている.

また随葬衣物疏に掲げる物品 リス トでは,多 く銭財を併記するが,先 の 「章

和五(535)年 取牛羊供祀帳」の裏面に記 される 「章和五(535)年 令狐孝忠妻
(34)

随葬衣物疏」には次のように見えている.(行 上の 〔 〕は,誤 字 ・音通の別

字を示す)

ー
ム

9
臼

2

げ

3

4

章和五年乙卯歳正一 日,令 狐孝忠

元出敦煤,今 来高昌民.

〔金〕 〔錦〕
妻,黄 今千斤 ・白銀百斤 ・細綿百

銭財万匹

〔万〕
張 ・摺;凌三具 ・謹天依刃丈.山 河石残

〔沽〕 〔如〕
不得古名.急 々汝律令.

ここでは,銭 財を表わすのに敢えて 「匹」 という単位を用いてお り,章 和5

年当時には,銭 財 とい ってもそれは文字通 りの銭ではなく,未 だ織物のことを

指していたことを端的に物語っている.同 時に金 ・銀は,そ れまでの随葬衣物
(35)疏

に見えるのと同じように,黄 金 ・白銀 としての存在 であった.

章和年間以前の実際の契約文書(売 買契 ・墾賃,貸 借券契)を 通覧 してみて

も,次 に掲げるように,主 として貨幣代わ りに種々の織物が売買 ・貸借に際 し

＼間 中.か な り早い時期 に行なわれ たと考 え られ る.白 須浄真 「五世紀 中葉か ら六世紀 中葉 に至

る高 昌の歴 史一ア ジアにおけ る国際関係か らの検討を中心 として一」(CISHAAN〈 第31回 国際 アジ

ァ ・北 アフ リカ人文科学会議〉発 表 レジュメ,1983年)参 照.

(34)当 衣物疏 の録文 と分析 につ いては,關 尾 史郎 「章和五(535)年 取牛羊供祀帳」 の正体(璽)一

r吐魯番 出土文書』剤記(七)一 」r史 信』第10号,1989年,1-4頁 参照.

(35)高 昌郡時期の随葬衣物疏 には,黄 金 ・(白)銀 と見えてい る.75TKM95:17,63TAM2:

1,75TKM99=16(r文 書』1,59頁,176頁,185～186頁)・ 龍谷大学所蔵橘文書 。Ast,II.1.

016-Ol9(S。6251).
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て使用 されてい る.

券契題名(典 拠) 織 物 の 種 類

④ 晋泰始九年(273)葎 姜女買棺約

(66TAM53:9/TTD(A)3頁 ・(B)1頁)

② 西涼建初十四年(418)嚴 福願賃轟桑券

(63TAM1=6/「 文書』1,17頁,TTD(A)15頁)

③ 高昌承平五年(506)道 人法安弟阿奴累錦券

(75TKM88;1<b>/「 文書』1,181-2頁,

④ 高昌承平八年(509)i璽 紹遠買碑券

(75TKM99:6〈a>/『 文書』1,187-8頁,

⑤ 高昌義煕五年(514)道 人弘度學錦券

練

毯

高昌所作黄地丘慈中錦

TTD(A)15頁)

TTD(A)3頁)

丘慈錦

西向白地錦

(75TKM99:6〈b>/「 文 書 』1,189-90頁,TTD(A)16頁)

⑥ 高 昌章 和 十 一 年(541)某 人 従 左 仏 得 買 田券 盤(木 綿 布)

(66TAM48:23/『 文 書』3,71-2頁,TTD(A)3頁)

《TTD=Yamamoto,T.andIkeda,0.,丁 擁π一ゐ獺 η8σ η47勧 卿 πDo`%〃3θ η∫5

00ηoθr痂 πg506歪 αZα π4θooπo痂`ゐ ゴ5〃ッIIIContracts(A・B),To-

kyo,(A)1987/(B)1986》

ところがその後まもなく,次 に掲げるように,随 葬衣物疏における銭財に対

する表現に変化が うかがえるようになる.い まここに章和5年(535)年 以降

に作成された随葬衣物疏4点 を対象 として,銭 財表現が どのよ うに変化 してい

ったかを見てみると,以 下のようである.

随葬衣物疏名(典 拠) 銭財表現(金銭 ・銀銭)

① 高昌章和十三年(543)孝 姿随葬衣物疏

(72TAM170:9/『 文書』2,60-1頁)

② 高昌章和十八年(548)光 妃随葬衣物疏

(72TAM170:77/「 文書』2,62-3頁)

金銭百枚

銀銭百枚

金銭十千

銀銭百万

③ 高昌和平元年(551)趙 令達随葬衣物疏

(59TAM303:01/「 文書』2,31-2頁)

④ 高昌延昌二年(562)長 史孝寅随葬衣物疏

(72TAM170:88/『 文書』2,64-5頁)

口(金)銭 一千

白銀銭二千波(文)

金銭千口(文)

銀銭千文
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即 ち,540年 代 にな っては じめて,「 金銭」・「銀銭」 とい う表現が 出現 して く.

る のである.し か しなが ら,こ の時点 ではまだ 「枚」 としてこれ を数 えるに と

どまってい る.そ れが,550年 代 にな って くると,「 文」 とい う貨幣単位 の表示

が定着 した ごとくであ り,流 通貨 幣 として一定 の機能 を果 たす段 階にな った こ

とを明示 している.

この ことか ら,ほ ぼ540～50年 代 頃 か ら,ト ゥル ファンでは,銀 貨 が一部 で

使用 されるに とどま らず,そ れがか な り深 く浸透 し流通貨 幣 として定着 してゆ

(36)

く状況が うかがえるのである.高 昌国内で 「銀銭」が広 く流通するにいたる要

因は,国 内外の状勢の変化に関連 して種々予想されるが,そ の前提に トゥルフ

ァンへのササン銀貨(彷 製貨も含めて)の 流入が,か な り活発化したことがあ

ったことはほぼ間違いあるまい.こ のことは,こ の時期頃からソグド商人を介
(37)

する東西交易が隆盛にむかったことを うかがわせ,続 く突厭の勃興 と彼らのソ
(38)

グディアナ進出の情勢とともに,こ の傾向は促進されていったと思われる.

周知の如 く,ソ グド人は,ト ゥルファン周辺に集団的な移住による植民聚落

の建設を盛んに行なっている.建 設時期及びその由来が明確にわかるのは,7

世紀初頭 ・貞観年間(627～49)の,康 国の首領康艶典によって修築された典
(39)

合城(石 城鎮)の 場合のみであるが,敦 燈のソグド人聚落である安城(唐 沙州

(36)た だ し章 和時期 以後 しば らく.は,畳(木 綿布)や 錦などが売 買 ・墨賃券 に見 える.「 和平元年

(551)3月2日 某入犀畳 ・錦券」(60TAM326:01/4;r文 書』5,151-2頁,TTD(A)16頁 ・

(B)3頁),僑 昌年次未詳〈延 昌8年(568)以 前〉某人買桃券」(67TAM90:32;r文 書』2,

197-8頁,TTD(A)4頁).

(37)エ フタルの動 向は詳 らかではないが,528年 以後 には柔然 の梁 に対 する遣使が再 開されて おり

(白須氏 の言 われる河南 道開通 期),突 蕨勃興以前の時期 に,ト ゥル ファンを経 由する東西交易が

隆盛す る条件 は整 え られていた.注(33)白 須氏発表 レジュメ参照.

(38)ア ス ターナ古墳 群においてササ ン銀 貨を出土 した墳墓は,ほ ぼ7世 紀以降の もの に限定 され,

6世 紀や5世 紀に及 ぶ ものはない.桑 山,前 掲論文,141-2頁.即 ち,ホ ス ロー 夏世(590-628)

以前 のホス ロー1世(531-79)。 ホル ミズ ドW世(579-90)代 の銀貨 の出土 は皆無 に等 しいという

ことであ る.本 稿 での結 論に基 づけば,ソ グ ド商人を介す る東 西交易が 隆盛 し,ト ゥルフ ァンに

銀貨 が浸透 したのは概 ね540～50年 代以降 の こととな り,ア スターナにおける銀貨 の出土状況 とは
一致 しない.し か し,540～50年 代以降か ら7世 紀初頭 までの発掘墳 墓の数は,確 認できる ものだ

けではあ るがわずか10基 前後であ り,し か も銀貨は 口中(あ るいは眼を覆 うこともあ る)よ り出

土す ることが ほとんどであ り,口 に貨幣を含ませ る習俗が トゥル ファンに 定着す る時期 も問題 と

なろ う.小 谷仲男 「死者 の口に 貨幣 を含 ませ る習俗一漢唐 墓葬におけ る西方 的要素 一」r富 山大学

人文 学部紀要』第13号,1988年,1-19頁 参照.よ って,こ う した銀 貨の出土状況 は,こ の時期 の

商胡の活動 を反映す るものとは限 らない.
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敦煙県従化郷)も,池 田温氏により,そ の築城を6世 紀後半以降に限定 され,

さらに中国の対外政策面からみて,7世 紀における階の揚帝の大規模な外族招

来が,ソ グディアナ商人にとって大挙 して東方へ出かける重要な契機 となった
(40)

と指摘される.伊 吾の場合は,伊 吾城そのものがソグディアナ商人が雑居する

一種の植民地と化してお り,か れらは階がこの地に進出する以前に,既 に幡居
(41)

していたと見られる.こ れらの例は,6世 紀後半期から7世 紀初頭にかけて,

ソグド人の集団的規模での植民活動が,彼 らの交易ルート上に位置するオアシ

ス城市沿いに盛行する傾向にあったことを教えて くれる.も ちろん,そ れ以前

からソグド人の移住は始まっているが,6世 紀中葉(530～540年 代)頃 から隆

盛すると考えられる交易活動の活発化は,銀 貨を多量に流入させると同時に,

それまでのソグド人の移住の規模の拡大化を促すものであったと思われる.

こうした状況を考える時,ト ゥルファンにおいても,6世 紀中葉以降から7

世紀初頭の期間に,ソ グド人の入植が以前にも増 して活発化していたと想定す

ることは無謀とは思えない.6世 紀中ごろ以前に,ソ グド人の集団(な いしは

聚落)が 存在 したかどうかは明確ではないが,少 なくとも,高 昌国後半期にお

ける未同化のソグド人の増大は,彼 らの集団(な いしは聚落)形 成を促したも

のと思われ,統 治する高昌政府の側も,そ れを認知することによって,彼 らを

国家体制の中へ取 り込んでいったと想像される.従 って,「 売買文書」 が成立

した延壽16年(639)当 時,高 昌国に,漢 入化 したソグド人 とはまた 別に未同

化のソグド入集団が存在していた蓋然性は高いと思われる.

(39)こ の他,康 艶典 の築城 した ものと して,蒲 桃城(石 城鎮 の北方四里)・ 薩砒 城(石 城鎮 の東南

四百八 十里)が,ま た修築 した城趾と して新城(弩 支 城,石 城 鎮の西方二百 四十里)が 知 られて

い る.r沙 州 図経 』巻五(P.5034)《 池 田温 「沙州図経略考」(「榎博士還暦記念東洋史論叢 』 山川

出版社,1975年)91～93頁 》

(40)池 田温 「8世 紀中葉 における敦燈のソグ ド人聚落」(『ユー ラシア文化研究』1,1965年)82

頁.

(41)松 田壽男 「伊吾屯田について」(r古 代天山の歴史地理学的研究』増補版,早 稲 田大学出版部,

1970年)452-59頁 参照.

(1989年11月27日 稿,1990年1月9日 訂)

(本稿 作成 にあた っては,草 稿の段階で本文書の解読 ・訳注者であ る森安孝夫 。吉 田豊両氏 およ

び吐魯番 出土文 物研究 会のメ ンバ ーよ り貴重な御批判と御教示を頂戴 した.こ こに 改 めて感謝 の

意 を表す る次第で ある)
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先に見たように,「売買文書」に見える 「δp'yrptw書 記長」は,そ うしたソ

グド人勢力を背:景に出現 したものと思われる.本 文書はこの書記長の承認によ

り,外 来のソグ ド人 と漢人 との奴脾売買を成立させた 「公券」であり,同 時に

これがそのまま 「私券」 としての性格を兼備していたとも推測されるのである.

ここに,買 主(=文 書保管者)が 漢人であ りながら,本 文書がソグド文によっ

て作成 された理由を見い出せることになろ う.

お わ り に

以上,粗 雑な考証に終始したが,「 売買文書」 の性格について一応の検討を

試みた.こ こでの結論は,『研究』 に提示 された 見解を基にい くつかの推測を

述べたものに過ぎないが,ソ グド文の解読を言語学的に検証する作業は,今 後

進展するものと思われ,そ れに伴いまた異なった解釈の生まれることは十分に

予想される.そ のことを踏まえ,文 書の性格ばか りでなく,そ の他の 「売買文

書」の投げかける多 くの問題についても,種 々議論が広がることを期待したい.

冒頭にも述べたように,本 文書は 日中共同の研究体制およば吉田 ・森安両氏

共同の解読作業をまってはじめて利用できるようになった ものであり,敢 えて

全文にわたる和訳を提示されたその公表姿勢には,深 甚なる敬意を払 うもので

ある.こ うした協力体制の結実であり,今 後多岐にわたる専門分野で共有でき

る史料となった本文書の理解に,本 稿のごとき雑文が少しでも寄与するところ

があれば,筆 者望外の幸せである.

(補注)胡 戟 ・李孝聡 ・栄 新江r吐 魯番 」(三 秦 出版社,1987年)50頁 および池 田温 「中国古写本識

語集録稿(一)」(r三 蔵』187,大 東 出版社,1979年)5頁 には,「 庚午歳一(四)月 十三 日,干(於)

高 昌城東胡天南太后祠下,為 索 将軍 保(佛)子 妻 息合家,写 此 金光 明一部,断 手記寛 」 と移録す る.

〈O内 は池田氏 の釈文 による〉
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